
 

 

 

 

 

北関東最大の大道芸フェスティバル 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ひたち国際大道芸２０２６ 

特選グルメ出店募集要項 
  

 

令和８年５月９日（土）日立会場 

      １０日（日）多賀会場 
 

 

 

主催 

ひたち国際大道芸実行委員会 

公益財団法人日立市民科学文化財団 

 



 

イベント概要 

 毎年５月に開催されるひたち国際大道芸は、今年で 32回目の開催となり、市内外から毎年多くの

方にご来場いただいているフェスティバルとなっています。 

 

１ イベント名称  ひたち国際大道芸 2026 

 

２ 趣 旨 

（１）海外及び日本で活躍する大道芸アーティストの出演で、国際色豊かなフェスティバルを開催するこ

とにより芸術・文化としての大道芸の魅力を日立市から広く発信し、交流人口の拡大を図る。 

（２）欧米で開催されているフェスティバルでは、地域振興や経済効果にも大きく貢献している。そのノ

ウハウや発想を導入し、市・商店会・企業・市民組織等と連携をとりながら、地域経済及び市街地活

性化の一助とする。 

（３）市民に親しまれる事業展開を続け、「日立市を代表するイベント」として位置付ける。 

 

３ 日時・会場 

（１）日立会場 

日時：令和８年５月９日（土）12時から 19時 30分まで 

会場：ＪＲ日立駅周辺 

（パティオモール、日立駅前広場、日立シビックセンター新都市広場） 

★新都市広場で行う「夜会(やかい)19- Party in the Moonlight -」（夜の大道芸）は 

18時から 19時 30分まで 

（２）多賀会場 

日時：令和８年５月 10日（日）11時から 17時 15分まで 

会場：ＪＲ常陸多賀駅周辺 

（よかっぺ通り、多賀駅前通り、多賀市民プラザ広場） 

 

※雨天決行。悪天候時は、プログラムを変更する場合があります。 

★国内の大道芸フェスティバルとしては、開催 2日間で会場が変わる特色ある事業です。 

 

４ 主 催  ひたち国際大道芸実行委員会、公益財団法人日立市民科学文化財団 

 

５ 後 援  日立市、日立市教育委員会、一般社団法人茨城県観光物産協会、一般社団法人日立 

（予定）  市観光物産協会、日立商工会議所、NHK水戸放送局、株式会社 LuckyFM茨城放送、 

読売新聞水戸支局、朝日新聞水戸総局、毎日新聞水戸支局、茨城新聞社、産経新聞

社水戸支局、ケーブルテレビ JWAY 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



出店概要                                

１ 募集区画数、設備 

会場 募集区画数 電源 １区画のサイズ 水道 

5/9（土） 

日立会場 
13 

15Ａ 

（コンセント２口） 
間口 3.6ｍ 

奥行 2.7ｍ 

（テント有、三方幕無） 

水場 2カ所 

5/10（日） 

多賀会場 
13 電源設備無し 水場 1か所 

 ・出店者は主催者が行う選考により決定します。 

（応募状況によって出店区画数を変更する場合があります） 

 ・机と椅子の使用を希望する場合は、以下の料金が出店料と別にかかります。 

  必要の際には出店決定後にお知らせください。 

  ○机（180cm×45cm）・・・770円／本 （税込） 

  ○椅子・・・・・・・・・330円／脚 （税込） 

 ・主催者で水場を用意しますが、ポリタンク等により出店に要する水を各自用意してください。 

 ・多賀会場については、電源設備を用意しませんので、必要に応じ、発電機を持参してくださ 

い。発電機は、静音型を使用していただくようお願いします。その際、消火器を必ず持参し、

発電機付近に配置してください。 

 

２ 出店料 

 1日 1区画 32,000円（税込）  

 出店料の納付につきましては、出店選考終了後別途ご案内いたします。指定した期限までに納付

されない場合、出店をお断りします。 

 出店料が納付済であっても、以下に該当する場合の返金はできませんので予めご了承ください。 

 ○開催当日に天候、災害に起因する中止判断があったとき。 

 ○営業許可証の写し、出店配置図など提出期限のあるものについて、期限が守られなかったこと 

による出店取り消しがあったとき。 

 

３ 販売及び搬入出時間 

会場 搬入時間 販売時間 搬出時間 周辺道路交通規制 

日立会場 8:00～10:00 11:00～20:00 20:00～22:00 ━ 

多賀会場 8:00～9:30 10:00～17:15 17:15～19:15 9:30～18:15 

・多賀会場は、道路上への出店となりますので、交通規制が解除されるまでに道路上から撤去し 

てください。交通規制解除までに間に合わない場合、すべての物品を一時歩道へ寄せ、速やか 

に搬出してください。 

 ・交通規制中は、出店者を含むすべての車両について走行、移動させることはできません。 

 

４ 出店に係る各種届出について 

（１）保健所への届出 

   飲食に関する出店者は、保健所への営業許可申請届を各自で行っていただきます。出店選考

終了後、営業許可証の写しを主催者へ提出してください。 

申請に要する手数料は、出店者負担となります。なお、営業許可証の写しの提出がない場合、

出店は固くお断りします。 

（２）消防への届出 

  消防への催事開催届及び露店等の解説届出書は、主催者が一括して行います。出店者選考結

果の通知と併せて様式を送付しますので、出店区画内の配置図を具体的に記入し、主催者に提

出してください。 



応募について                              

 

１ 募集期間  令和８年２月 20日（金）から令和８年３月 18日（水）まで（必着） 

         

２ 応募資格 

 ・日立市内に事業所を置く方。事業所がない場合、責任者住所が日立市内の方。 

 ・ひたち国際大道芸 2026の趣旨に賛同できる方。 

 ・公序良俗に反せず、主催者であるひたち国際大道芸実行委員会に協力できる方。 

 ・その他、主催者が発する注意、確認事項について承諾できる方。 

 ・お客へ提供する商品の安全を確保でき、飲食の提供にあっては、特に食中毒の発生防止に努め

ること。また、商品の提供に起因する万一の事故に対し誠実に対応し、出店者が責任を負うこ

とを理解していること。 

 

３ 応募方法 

 出店希望の方は、募集要項及びエントリーシートのすべての事項を了承の上、必要書類を郵送ま

たはＥメールにて提出してください。 

 必要書類 

  ①出店エントリーシート 

   申込多数となった場合、販売内容を参考とした選考で出店者を決定します。 

選考は、日立市の食材を使用するなど、日立市の PRにつながるものを優先します。 

  ②食品衛生責任者証の写し 

  ③誓約書 

 送付先 

  【郵送の場合】 

   〒317-0073 茨城県日立市幸町 1-21-1日立シビックセンター内 

ひたち国際大道芸実行委員会事務局 

  【Ｅメール】 

   salon@civic.jp  件名：「特選グルメ出店申込の件」 

 

４ スケジュール 

日 程 内 容 備 考 

3/18（水） 出店エントリー受付終了 郵送の場合は必着 

3/23（月）頃 出店者選考結果通知の送付  

4/8（水）頃 出店者説明会（予定） 別途通知を送付します。 

4/13（月）まで 出店料納入期限  

4/17（金）まで 営業許可証の写し、出店配置図提出期限  

5/9（土） 日立会場開催  

5/10（日） 多賀会場開催  

 ○以上のスケジュールは、募集開始時点での予定であり、変更となる場合があります。 

  説明会や各種期限の日程については、別途通知を送付しますので、必ず確認してください。 

 

 

 

 

 



 

 

 

５ 重要注意事項 

 ・申込者と当日の出店者が異なる形での申込み、出店は認めません。 

 ・政治、宗教に関するもの、射幸心をあおるもの（三角くじ等）を販売する出店は認めません。 

 ・過度にアルコール度数の高いお酒の販売や、販売場所での飲酒、喫煙は禁止とします。 

 ・食品衛生責任者の資格を有する者１名以上が、現場に常駐してください。 

 ・火気を使用する出店者は消火器を必ず持参してください。消防の指導に基づき、防火対策や安 

全確保を徹底していただきます。消火器の持参がない者は、当日出店をお断りすることがあり 

ます。 

 ・出店に際し発生したゴミは、必ず持ち帰るようお願いします。また、販売した容器等を回収す 

るゴミ箱を設置してください。 

 ・販売商品には必ず価格表示を掲示してください。生ビールやハイボール、サワー等の特定の商

品に、価格下限を設定する可能性があります。 

 ・販売に従事する方の車両駐車場は、周辺コインパーキング等を各自で手配してください。 

 ・開催当日の天候、災害等に起因する中止判断や売上等の減少があった場合、出店者の都合によ

るキャンセルがあった場合、出店料の返金は行いません。 

 ・決められた期日までに出店料の納付が確認できない場合は出店をお断りします。また、提出書 

類が揃っていない場合も同様に出店をお断りするとともに、出店料が納付済みであっても返金 

を行いません。 

 ・募集数に対し申込多数となった場合は主催者で実施する選考により出店者を決定します。 

  選考は販売内容を参考として行います。 

 ・その他、出店者説明会等で発する注意事項連絡を守ってください。 

 ・以上の重要注意事項に加え、エントリーシートの確認事項について承諾の上申込をしてくださ 

い。 

 

問い合わせ                               

 ひたち国際大道芸実行委員会事務局 （公益財団法人日立市民科学文化財団 交流事業課） 

 〒317-0073 茨城県日立市幸町 1-21-1 日立シビックセンター内 

 TEL 0294-24-7711  FAX 0294-24-7970  Eメール salon@civic.jp 

 

以上 

 

 


